
公益財団法⼈品川⽂化振興事業団 通話録⾳装置の設置および運⽤に関する要綱 

制定 令和 7 年 7 ⽉ 1 ⽇ 理事⻑決定 
（趣旨） 
第1条 この要綱は、別に定めるもののほか、公益財団法⼈品川⽂化振興事業団（以下、「事業団」と     

いう）が管理運営する施設に設置する通話録⾳装置および通話録⾳データの管理運⽤について必要な
事項を定め、業務の公正かつ適正な執⾏を確保するとともに、犯罪の防⽌および職員への不正な圧⼒
や要求等の排除を図ることを⽬的とする。 

（定義） 
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる⽤語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
（１） 通話録⾳装置 電話機での通話開始と同時または通話中に、⾃動もしくは⼿動で通話内容を録⾳

記録する装置をいう。 
（２） 通話録⾳データ 通話録⾳装置により録⾳され、通話録⾳装置に内蔵されている電磁的記録媒体

（電⼦式⽅式、磁気的⽅式その他⼈の知覚によっては認識することができない⽅式で記録された
媒体をいう。以下同じ。）に保存された⾳声のデータをいう。 

（３） 複製データ 通話録⾳データを電磁的記録媒体（通話録⾳装置に内蔵されているものを除く。）
に複製したデータをいう。 

（４） 課 事業団処務規程第２条に規定する課をいう。 

（管理責任者等） 
第3条 通話録⾳装置の適正な設置および運⽤を図るため、当該装置を設置する電話機が配置されてい

る課の⻑を通話録⾳装置管理責任者（以下「管理責任者」という。）とする。 

（通話録⾳装置の設置等の公表） 
第4条 理事⻑は、通話録⾳装置を別表に掲げる施設に設置したときは事業団のホームページの他適切

な⽅法により公表するものとする。 

（通話録⾳装置の使⽤） 
第5条 職員は、通話録⾳装置を使⽤して録⾳するときは、通話の相⼿⽅に対し録⾳する旨を告知する

ものとする。ただし、次の号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 
（１） 個⼈の⽣命、⾝体または財産の安全を守るため、やむを得ないと認められるとき。 
（２） 脅迫、恐喝、不当な要求⾏為等に該当するおそれがあるときもしくは刑事事件へ発展するおそれ

があるとき、またはトラブル等への発展するおそれがあると認められるとき。 
（３） ⺠事訴訟に発展するおそれがあると認められるとき。 
（４） 前各号に掲げるときのほか、告知しないことについてやむを得ない事由があるとき。 

（通話録⾳データの保存期間等） 
第6条 通話録⾳データの保存期間は、通話録⾳装置の保存容量の範囲において、通話内容が記録され

たときから当該装置において⾃動更新されるまでとする。 
2 通話録⾳データは、記録された時の状態で保存し、加⼯してはならない。 



（複製データの作成および保存期間） 
第7条 複製データは、次に掲げる場合を除き作成してはならない。 
（１） 個⼈情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）に基づき開⽰または提供する場合 
（２） その他管理責任者が第 1 条に定める⽬的の達成のため必要と認めた場合 
２ 複製データは、加⼯してはならない。 
３ 複製データを作成したときには、管理責任者は、第 9 条に定める適切な管理に努めなければならな

い。 
４ 複製データの保存期間は、その⽬的が達成された場合その他保有する必要がなくなった場合は、速

やかに破棄しなければならない。この場合において、管理責任者は、破砕を⾏うなど通話内容が復元
不可能な⽅法で破棄するものとする。 

（通話録⾳データの開⽰等） 
第8条 通話録⾳データの開⽰および削除、利⽤ならびに提供（以下「開⽰等」という。）について      

は、個⼈情報の保護に関する法律、事業団個⼈情報保護・情報公開規程（平成 18 年 2 ⽉ 1 ⽇制定）そ
の他関連法令等に基づき実施するものとする。 

２ 理事⻑は、開⽰等の請求があったときは、通話録⾳データだけでなく他の情報と照合するなど、個
⼈情報の特定および本⼈の確認について慎重な措置を講じるものとする。 

（個⼈情報保護） 
第9条 管理責任者および管理取扱者は、個⼈情報の保護に関する法律を遵守し、通話録⾳装置の運⽤  

に関し、適切な措置を講じなければならない。 
２ 管理責任者および管理取扱者は、通話録⾳データの漏えい、滅失または毀損の防⽌その他安全確認

のために必要な措置を講じなければならない。 

（苦情処理） 
第10条 管理責任者は、通話録⾳装置の設置および運⽤に関する苦情を受けたときは、迅速かつ適切に 

対応するものとし、必要に応じてその内容を速やかに理事⻑に報告するものとする。 

（委任） 
第11条 この要綱の施⾏について必要な事項は、事務局⻑が別に定める。 

別表（第４条関係） 
 施設名称 設置場所 
１ 品川区⽴荏原平塚総合区⺠会館 １階受付事務室、3 階会館事務室 

 

附則 
  この要綱は、令和 7 年７⽉１⽇から施⾏し、設置および運⽤を開始する。 


